
渡
辺
信
一
郎
著

『
中
国
古
代
社
会
論
』

　
本
書
の
著
者
、
渡
辺
信
一
郎
氏
も
ま
た
こ
の
研
究
会
に
所
属
し
、
小
経
営

生
産
様
式
の
成
立
と
発
展
と
い
う
観
点
か
ら
、
中
国
古
代
社
会
と
そ
の
中
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

社
会
へ
の
展
開
に
つ
い
て
、
意
欲
的
な
研
究
を
す
す
め
て
き
た
。
本
雷
は
、

こ
う
し
た
渡
辺
氏
の
旧
稿
の
う
ち
で
、
農
業
経
営
に
関
わ
る
も
の
に
改
訂
を

ほ
ど
こ
す
と
共
に
、
新
稿
も
加
え
、
先
秦
か
ら
唐
宋
変
革
に
至
る
、
農
業
社

会
と
国
家
と
の
関
わ
り
を
、
通
時
的
に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
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葭
　
森
　
健
　
介

1

　
戦
後
、
中
国
史
研
究
は
経
済
史
の
分
野
で
、
顕
著
な
成
果
を
あ
げ
た
。
そ

れ
は
、
所
謂
「
樵
界
史
発
展
の
塞
本
法
劉
」
の
中
国
史
へ
の
適
用
を
め
ぐ
る

研
究
活
動
に
依
る
所
が
大
き
い
。
奴
隷
制
、
封
建
制
、
資
本
主
義
二
軸
を
主

題
と
す
る
時
代
区
分
論
争
は
、
一
九
四
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
、

中
国
史
研
究
界
を
風
靡
し
た
。
し
か
し
、
中
国
祉
会
の
特
質
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
史
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
概
念
の
、
自
己
の
世
界
へ
の
安
易
な
適
用
を
排
除

し
た
。
中
国
古
代
史
に
お
い
て
は
、
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
専
制
的
中
央
集
権

体
制
と
、
そ
の
下
で
広
汎
に
存
在
す
る
小
農
民
の
問
題
を
説
明
す
る
必
要
か

ら
、
研
究
主
題
は
国
家
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
論
へ
と
傾
斜
し
、
経
済
史
研
究

の
地
位
の
相
対
的
低
下
を
見
る
に
至
る
。
更
に
、
七
〇
年
代
以
降
の
社
会
の

閉
塞
状
況
と
価
値
観
の
多
様
化
は
、
研
究
関
心
、
研
究
対
象
の
分
散
化
を
生

み
、
中
国
史
の
体
系
的
把
握
を
目
指
す
試
み
も
、
次
第
に
見
ら
れ
な
く
な
つ

ぞ
き
た
。

　
こ
う
し
た
状
況
の
下
に
あ
っ
て
、
国
家
と
小
農
民
の
問
題
を
、
小
経
営
生

産
様
式
論
の
立
場
か
ら
と
ら
え
、
中
国
史
の
体
系
的
把
握
と
そ
の
世
界
史
的

位
置
付
け
を
試
み
ん
と
活
動
し
て
き
た
の
が
、
京
都
大
学
東
洋
史
出
身
の
中

堅
、
若
手
研
究
者
の
有
志
か
ら
な
る
中
国
史
研
究
会
で
あ
る
。

　
本
書
の
全
体
像
を
知
る
た
め
に
、
ま
ず
編
別
構
成
を
見
て
お
き
た
い
。

　
緒
論
　
中
国
古
代
社
会
論
の
現
状
と
課
題

　
第
一
部
分
田
農
民
論

　
　
第
一
章
　
古
代
中
国
に
お
け
る
小
農
民
経
営
の
形
成

　
　
第
二
章
　
皮
歯
制
論

　
　
第
三
章
分
田
農
民
論

　
第
二
部
　
富
豪
書
論

　
　
第
四
章
　
二
世
紀
か
ら
七
世
紀
に
至
る
大
土
地
所
有
と
経
営

　
　
第
五
章
　
富
豪
層
論

　
第
三
部
　
中
国
古
代
農
村
の
社
会
講
成

　
　
第
六
章
　
唐
宋
変
革
期
に
お
け
る
農
業
構
造
の
発
展
と
下
級
官
人
層

　
　
第
七
章
　
小
結
l
l
中
国
古
代
農
村
の
社
会
購
成

　
以
上
の
様
に
、
本
書
は
、
申
国
古
代
祉
会
に
関
す
る
先
行
研
究
の
成
果
と

今
後
の
諜
題
を
分
析
し
た
緒
論
と
、
中
国
古
代
に
お
け
る
小
庶
民
（
経
営
）

の
形
成
と
発
展
（
第
一
部
）
、
漢
代
に
小
農
民
経
営
の
申
か
ら
発
生
し
た
私
的

大
土
地
所
有
の
性
格
と
そ
の
展
開
（
第
二
部
）
、
唐
宋
変
革
期
を
は
さ
む
小
農

民
経
営
の
発
展
と
そ
の
歴
史
的
意
味
（
第
三
部
）
を
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
述



評書

べ
た
本
論
三
部
か
ら
な
る
。
書
評
を
進
め
る
上
で
、
嘔
ま
ず
押
え
て
お
く
べ
き

は
、
渡
辺
氏
が
設
定
し
た
、
中
国
古
代
史
の
研
究
課
題
で
あ
ろ
う
。
氏
は
緒

論
で
、
以
下
の
様
に
議
論
を
展
開
し
て
ゆ
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

　
中
国
古
代
社
会
に
関
す
る
現
時
点
で
の
有
力
な
考
え
方
は
、
1
漢
末
三
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
も
　
　
　
コ

期
以
降
中
世
社
会
論
、
1
戦
国
期
以
降
（
総
体
的
）
農
奴
制
社
会
論
、
斑
姻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

洌
人
身
的
支
配
体
制
論
　
（
斉
民
需
社
会
論
）
、
W
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
（
総

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

偉
的
奴
隷
制
）
論
の
四
類
に
大
別
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
大
土
地
所
有
に
包

摂
さ
れ
ず
、
国
家
に
対
し
政
治
的
に
従
属
し
て
い
る
小
農
民
層
の
広
汎
な
存

在
を
立
論
の
前
提
と
す
る
点
で
は
共
通
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
発
煙
は

い
ず
れ
も
、
そ
の
小
農
昆
（
経
営
）
の
社
会
経
済
史
的
規
定
を
ほ
と
ん
ど
欠

き
、
小
農
民
と
大
土
地
所
有
と
の
（
諸
経
営
間
の
相
互
関
係
と
し
て
の
）
経

済
構
造
の
分
析
も
十
分
で
な
い
。
ま
た
、
唐
宋
変
革
を
古
代
と
中
世
の
分
厚

と
す
る
、
堀
敏
一
氏
等
の
個
別
人
身
的
支
配
論
に
あ
っ
て
は
、
麿
代
以
前
の

国
家
一
1
小
農
民
基
軸
論
を
、
宋
代
以
降
の
地
主
一
佃
戸
論
に
つ
な
い
だ

た
め
、
そ
の
移
行
論
に
不
自
然
さ
が
見
ら
れ
る
。
以
上
の
問
題
点
を
克
服
す

る
に
は
、
小
農
民
層
に
対
す
る
よ
り
豊
か
な
概
念
的
把
握
と
、
戦
国
期
か
ら

清
滅
亡
に
釜
る
前
近
代
中
国
の
社
会
の
特
質
を
、
一
貫
し
て
国
家
と
小
農
民

層
と
の
基
本
的
生
産
関
係
で
と
ら
え
る
試
み
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
の
際
、

ω
従
来
社
会
経
済
史
的
規
定
を
欠
い
て
い
た
小
農
郊
野
の
具
体
的
存
在
形
態

の
解
明
、
②
大
土
地
所
有
者
、
中
小
地
主
、
自
作
農
、
自
小
作
三
間
の
具
体

的
農
業
構
造
、
及
び
農
村
の
社
会
構
造
を
ふ
ま
え
た
、
一
般
農
民
（
小
農
民
）

層
と
大
土
地
所
有
の
相
互
規
定
関
係
の
再
把
握
、
㈹
私
的
土
地
所
有
実
現
に

見
ら
れ
る
均
田
小
農
民
の
国
家
に
対
す
る
自
立
過
程
論
に
基
づ
く
唐
宋
変
革

の
再
評
価
の
三
点
が
、
具
体
的
課
題
と
し
て
設
定
さ
れ
る
。

　
以
下
、
第
｝
部
か
ら
第
三
部
の
本
論
は
如
上
の
問
題
設
定
に
対
応
す
る
形

で
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
す
な
わ
ち
、
農
業
技
術
、
労
働
力
組
織
等
の
直
接
生

産
過
程
、
家
族
形
態
、
村
落
の
社
会
構
成
、
国
家
的
土
地
制
度
等
の
問
題
が
、

各
時
代
ご
と
に
分
析
さ
れ
、
そ
の
相
互
の
関
連
性
、
変
化
に
つ
い
て
の
検
討

が
加
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
中
国
に
お
い
て
は
戦
国
期
に
小
農
民
経
営
が

形
成
さ
れ
、
古
代
を
通
じ
て
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と
、
し
か
し
、
小
流
昆
経

営
は
確
立
し
て
お
ら
ず
国
家
の
上
級
土
地
所
有
権
の
介
入
を
受
け
た
こ
と
、

古
代
に
お
い
て
見
ら
れ
た
富
豪
層
の
大
土
地
所
有
も
私
的
占
有
段
階
に
留
っ

て
い
た
こ
と
、
農
法
の
改
良
に
よ
り
唐
宋
変
革
期
に
小
農
民
が
国
家
に
対
し

自
立
度
を
高
め
て
行
っ
た
こ
と
、
等
々
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
塾
代

以
前
を
国
家
的
奴
隷
制
、
宋
以
降
を
国
家
的
農
奴
制
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会

を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
様
に
本
書
の
特
長
は
、
緒
論
で
設
定
さ
れ
た
研
究
課
題
と
密
接
に
関

係
す
る
以
下
の
三
点
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
e
直
接
生
産
過
程

（
労
働
過
程
）
を
ふ
ま
え
て
申
継
古
代
史
を
再
構
成
し
た
こ
と
、
⇔
そ
の
際
、

ヘ
　
　
へ

国
家
的
土
地
所
有
と
小
農
民
経
営
、
富
豪
経
営
相
互
の
関
係
を
分
析
し
、
国

家
の
上
級
土
地
所
有
権
を
重
視
し
た
こ
と
、
⇔
そ
の
結
果
、
唐
宋
変
革
を
小

農
斑
層
の
自
立
過
程
と
し
て
再
評
価
し
た
こ
と
の
三
点
で
あ
る
。
こ
の
三
点

は
、
先
行
研
究
に
比
べ
て
も
、
際
立
っ
た
特
長
で
あ
り
、
氏
の
研
究
成
果
と

し
て
評
衝
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
書
評
で
は
、
こ
の
三
点

を
取
り
あ
げ
、
そ
の
論
旨
、
意
義
、
課
題
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

H

　
先
に
挙
げ
た
三
点
の
う
ち
、
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
第
一
の
直
接
生
産

過
程
を
ふ
ま
え
た
中
国
古
代
史
の
再
構
成
に
あ
ろ
う
。

　
戦
後
ま
も
な
く
、
時
代
区
分
論
争
と
共
に
盛
ん
に
な
っ
た
中
国
経
済
史
研
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究
は
、
生
産
手
段
（
特
に
土
地
）
の
所
有
関
係
、
生
産
物
の
分
配
・
収
奪
の

構
造
、
そ
の
総
体
と
し
て
の
土
地
制
度
、
階
級
関
係
に
重
き
が
置
か
れ
、
そ

の
基
礎
と
な
る
生
産
力
、
生
産
過
程
等
の
問
題
は
等
閑
視
さ
れ
て
い
た
。
確

か
に
、
農
業
史
研
究
の
分
野
で
は
、
加
藤
繁
氏
、
天
野
元
之
助
氏
、
西
山
武

一
乱
訴
に
よ
っ
て
、
主
と
し
て
作
物
論
な
い
し
は
箪
耕
法
な
ど
の
技
術
的
展

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

開
を
中
心
課
題
と
す
る
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
た
が
、
時
代
区
分
論
争
に
関

わ
る
経
済
史
研
究
と
は
次
元
を
異
に
し
て
い
た
。
中
瀬
経
済
史
研
究
に
と
っ

て
、
こ
の
両
者
を
関
運
付
け
る
視
角
が
必
要
な
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
　
一

九
六
〇
年
代
、
西
嶋
定
生
氏
は
、
こ
の
様
な
関
心
か
ら
、
一
連
の
農
業
史
研

　
　
　
　
　
③

究
を
発
表
し
た
が
、
十
分
な
成
果
を
収
め
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、

戦
後
の
中
国
経
済
史
研
究
の
流
れ
の
中
で
、
直
接
生
産
過
程
（
経
営
）
を
ふ

ま
え
た
中
国
古
代
社
会
論
は
、
最
近
に
至
る
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い

っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
、
渡
辺
氏
は
、
農
具
・
耕
作
法
等
の
農
業
技
術
や
農
作
業
に

お
け
る
労
働
力
の
組
織
等
、
労
働
過
程
に
関
わ
る
諸
問
題
を
、
『
斉
綱
要
術
』

等
の
農
書
、
『
国
語
』
・
『
漢
書
』
等
に
残
る
農
業
を
め
ぐ
る
議
論
、
そ
の
他

諸
々
の
史
料
で
描
か
れ
る
農
耕
の
風
景
、
及
び
様
々
な
考
古
学
的
な
資
料
を

用
い
て
、
詳
し
く
分
析
し
た
。
ま
た
一
方
で
、
先
人
の
研
究
成
果
、
あ
る
い

は
独
自
の
史
料
を
嗣
い
で
、
当
時
の
社
会
構
成
、
土
地
制
度
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。
だ
が
、
最
も
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
両
者
を
結
び
つ
け
て
、
中
国

古
代
社
会
論
を
展
開
し
た
点
に
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
戦
評
期
に
始
ま
る
、
鉄
製
手
労
働
農
具
を
使
用
し
、
施
紐
に

よ
り
保
沢
効
果
・
地
力
維
持
を
計
っ
た
年
一
作
方
式
の
小
農
法
を
も
と
に
、

個
別
象
族
を
基
本
単
位
と
す
る
小
農
魚
層
の
形
成
、
平
田
制
か
ら
二
階
制
へ

の
移
行
を
説
明
す
る
。
ま
た
、
漢
代
に
起
っ
た
牛
黎
耕
に
よ
る
農
法
を
、
憲

豪
富
の
形
成
と
彼
等
に
よ
る
小
農
民
支
配
の
実
現
、
降
階
制
の
崩
壊
、
国
家

に
よ
る
土
地
規
制
（
占
田
・
課
田
、
均
田
）
の
背
景
に
位
置
づ
け
る
。
さ
ら

に
、
平
話
変
革
期
の
、
富
豪
経
営
内
部
で
の
奴
碑
・
奴
隷
の
自
立
、
分
田
小

農
民
の
国
家
か
ら
の
自
立
、
及
び
豪
富
・
形
勢
層
、
中
戸
・
中
産
層
、
貧
家

（
佃
戸
）
層
の
形
成
が
、
手
労
働
耕
起
用
具
の
改
良
・
進
化
、
崇
重
耕
の
小

規
模
化
、
秋
耕
の
実
施
と
い
っ
た
農
法
の
変
化
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
る
。

　
た
だ
、
農
法
と
社
会
構
成
・
土
地
制
度
と
は
直
接
結
び
つ
く
も
の
で
は
な

い
。
そ
こ
で
、
氏
は
両
者
の
間
に
媒
介
項
と
な
る
観
点
を
設
定
し
て
い
る
。

戦
国
期
の
小
農
法
と
小
農
魚
層
の
形
成
と
は
、
男
女
二
人
の
嵩
置
と
家
族
労

働
の
関
係
で
、
ま
た
、
肝
海
岸
の
成
立
と
は
、
農
地
割
替
の
消
滅
と
恒
常
的

地
割
の
実
施
と
い
う
観
点
で
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
牛
摯
耕
と
富
豪
層
の

形
成
、
小
農
民
支
配
に
つ
い
て
は
、
有
牛
、
集
解
両
者
の
生
産
性
の
格
差
、

牛
と
人
力
と
の
蛍
働
力
交
換
の
必
要
性
が
媒
介
項
と
な
る
。
牛
黎
耕
と
降
随

制
の
崩
壊
の
関
係
は
黎
耕
の
長
矩
形
耕
地
へ
の
適
合
性
が
理
由
と
さ
れ
る
。

唐
戸
変
革
期
の
奴
碑
・
奴
隷
、
小
農
民
の
自
立
過
程
及
び
富
豪
層
の
変
質
が
、

土
地
（
労
働
手
段
）
と
農
民
（
労
働
力
）
と
の
結
合
の
緊
密
化
、
経
営
の
自

立
性
と
い
う
見
方
に
よ
っ
て
、
農
法
の
変
化
と
関
連
付
け
ら
れ
る
。

　
こ
の
様
に
、
労
働
力
（
農
民
）
と
労
働
対
象
・
労
働
手
段
（
土
地
）
と
の

結
合
の
し
か
た
、
土
地
割
替
の
有
無
と
土
地
制
度
、
耕
法
と
土
地
境
界
・
労

働
力
編
成
・
労
働
力
変
換
・
経
営
の
自
立
性
と
の
関
係
と
い
っ
た
観
点
を
媒

介
項
と
し
て
、
労
働
過
程
（
生
産
過
程
）
と
社
会
構
成
、
土
地
制
度
を
連
関

性
を
も
っ
て
説
明
し
た
所
に
、
氏
の
研
究
の
独
自
性
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

中
圏
古
代
経
済
史
研
究
は
新
た
な
段
階
へ
と
進
ん
だ
と
い
え
よ
う
。

　
た
だ
、
一
つ
指
摘
し
て
お
く
べ
き
点
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
労
働
過
程
、

社
会
編
成
、
土
地
制
度
等
に
つ
い
て
は
、
史
料
を
ふ
ま
え
て
か
な
り
具
体
的
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に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
に
比
べ
、
そ
の
媒
介
項
と
な
る
部
分
と
な
る
と
、
史

料
よ
り
論
理
が
先
行
し
、
具
体
性
に
や
や
欠
け
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
粁
階
制
の
崩
壊
を
牛
摯
耕
に
求
め
た
氏
は
、
趙
過
の
代
田
新

法
の
内
容
を
詳
し
く
検
討
し
、
五
頃
の
耕
地
を
二
牛
三
人
で
耕
す
と
い
う
耕

起
過
程
を
導
く
。
更
に
、
そ
の
早
出
の
耕
地
の
形
状
を
、
｝
○
○
歩
×
一
二

〇
〇
歩
と
仮
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
青
川
田
律
に
規
定
さ
れ
る
降
隙
制
の
片

側
一
片
と
合
致
さ
せ
、
肝
階
の
診
や
階
を
無
視
し
た
耕
作
が
な
さ
れ
て
い
た

と
結
論
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
「
筆
耕
を
行
う
に
は
、
耕
地
が
細
長
く
箪
の

反
転
回
数
が
少
な
い
ほ
ど
作
業
効
率
が
よ
く
合
理
的
で
あ
」
り
、
「
階
は
一

つ
の
阻
碍
要
因
し
と
な
る
こ
と
か
ら
、
「
階
や
肝
の
一
部
は
つ
ぶ
さ
れ
、
解

離
に
適
合
的
な
耕
地
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
誠
に
あ

ざ
や
か
な
論
理
の
は
こ
び
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
ま
ず
、
代
田
薪
法
の
五
聖

の
形
状
を
一
〇
〇
歩
×
＝
一
〇
歩
と
す
る
仮
定
が
存
在
す
る
。
そ
の
上
、
黎

耕
に
と
っ
て
、
長
矩
形
の
耕
地
が
有
利
で
あ
る
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
論
証

が
な
い
。
一
般
に
、
摯
耕
と
耕
地
の
形
状
と
の
関
係
は
、
車
輪
の
有
無
、
床

（
と
こ
）
、
蔽
（
ね
り
ぎ
）
の
長
短
で
異
な
っ
て
く
る
。
長
矩
形
耕
地
に
適

合
す
る
の
は
、
有
輪
、
芸
評
、
黒
熱
の
型
の
黎
で
あ
る
。
二
輪
摯
は
中
世
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

フ
ラ
ン
ス
等
で
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ア
ジ
ア
の
摯
は
す
べ
て
無
輪

黎
（
ア
レ
ー
ル
）
に
属
す
る
。
ま
た
、
長
床
摯
は
、
現
在
中
国
で
幅
広
く
使

用
さ
れ
て
い
る
型
で
は
あ
る
が
、
中
国
で
長
床
、
有
鮮
（
摯
へ
ら
付
）
の
摯

に
よ
る
平
坦
（
反
転
）
耕
が
成
立
す
る
の
は
、
渡
辺
氏
も
指
摘
す
る
通
り
、

後
漢
末
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
西
山
武
一
氏
は
、
趙
過
の

代
田
新
法
を
、
無
床
、
無
辮
の
摯
に
よ
る
朧
雲
（
反
面
耕
）
を
前
提
と
し
て

い
た
も
の
と
想
定
し
、
天
野
元
之
助
氏
も
趙
過
の
綱
整
を
、
有
床
、
無
床
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

方
の
可
能
性
か
ら
分
析
し
、
断
定
を
避
け
て
い
る
。
更
に
、
長
猿
摯
は
、
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

漢
末
の
遼
東
、
北
朝
の
華
北
平
原
で
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
い
う
。
果
し

て
、
前
漢
武
帝
期
に
は
ど
の
様
な
型
の
摯
が
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
墨
型
の
問
題
を
抜
き
に
し
て
は
、
摯
耕
と
耕
地
の
形
状
の
関
係
を

確
定
し
え
ぬ
様
に
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
氏
は
、
唐
宋
変
革
期
の
農
民
的
土
地
所
有
の
物
的
基
礎
と
し
て
、

「
秋
耕
の
発
達
に
よ
る
容
器
的
労
働
手
段
と
し
て
の
耕
地
へ
の
主
翼
の
深

化
」
を
挙
げ
る
。
つ
ま
り
、
秋
耕
に
よ
る
結
着
整
理
過
程
が
、
「
冬
期
も
ふ

く
め
た
通
年
の
土
地
用
益
を
農
民
に
要
求
す
る
」
だ
け
で
な
く
、
「
土
地
の

も
つ
水
分
・
養
分
の
保
持
力
を
高
め
」
、
「
土
地
の
容
器
と
し
て
の
性
格
を
増

進
」
さ
せ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
農
民
は
、
「
労
働
手
段
と
し
て
の
土
地
に
二

重
に
関
係
」
し
、
「
い
つ
で
も
癬
消
さ
れ
る
可
能
性
を
内
包
す
る
扁
外
在
的

な
関
係
で
な
く
、
耕
地
に
対
す
る
「
よ
り
有
機
的
な
用
益
関
係
」
と
「
自
立

的
な
労
働
過
程
し
と
を
作
り
だ
し
う
る
と
述
べ
る
。
土
地
生
産
高
を
高
め
る

た
め
の
、
集
約
的
な
労
働
投
下
が
土
地
と
労
働
者
（
農
民
）
と
の
関
係
を
強

化
す
る
こ
と
は
、
一
般
論
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
場
合
も
、
秋

耕
の
実
施
が
土
地
と
農
民
の
関
係
に
つ
い
て
、
　
「
い
つ
で
も
解
消
さ
れ
る
可

能
性
」
を
否
定
し
う
る
だ
け
の
集
約
度
な
の
か
ど
う
か
、
十
分
な
検
討
が
必

要
と
さ
れ
よ
う
。
土
地
と
農
民
の
結
合
関
係
は
、
土
地
に
対
す
る
労
働
投
下

の
集
約
度
の
他
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
自
然
的
社
会
的
環
境
に
も
影
響
さ
れ
る
。

ま
た
、
秋
耕
実
施
以
前
の
施
肥
等
に
も
、
「
土
地
の
容
器
と
し
て
の
性
格
を

増
進
」
さ
せ
る
側
颪
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
点
で
、
秋

耕
の
実
施
が
、
農
民
と
土
地
と
の
関
係
の
緊
密
度
を
ど
の
程
度
高
め
た
も
の

な
の
か
、
更
な
る
分
析
が
必
要
な
様
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
二
例
を
挙
げ
て
、
労
働
過
程
と
社
会
構
成
、
土
地
舗
度
を
結

ぶ
媒
介
と
な
る
論
理
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。
そ
こ
に
は
、
史
実
と
史
実
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と
を
現
代
の
経
済
学
の
論
理
で
つ
な
ぐ
と
い
う
、
氏
な
ら
で
は
の
分
析
手
法

が
見
ら
れ
る
。
こ
の
手
法
に
よ
り
、
中
国
古
代
社
会
の
構
造
的
把
握
は
一
層

深
化
し
た
。
た
だ
、
他
の
部
分
に
比
べ
、
こ
の
部
分
に
、
論
理
が
先
行
し
、

や
や
抽
象
的
に
な
る
傾
向
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
氏
の
分
析
手
法
が
も

つ
諸
刃
の
剣
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
現
代
の
経
済
理
論
が
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
的
近
代
的
価
値
観
を
媒
介
に
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、

そ
の
中
国
古
代
へ
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
、
慎
重
な
手
続
が
要
求
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
経
済
的
概
念
と
歴
史
的
実
態
と
の
具
体
的
対
悠
が
必
要
と
な
る
。

そ
れ
に
よ
り
、
氏
の
手
法
は
さ
ら
に
精
緻
な
も
の
と
な
り
、
中
国
古
代
経
済

史
も
一
層
豊
か
さ
を
増
す
で
あ
ろ
う
。

皿

　
本
書
の
第
二
の
特
長
、
国
家
的
土
地
庸
有
と
小
農
民
経
営
・
當
豪
経
営
相

互
の
関
係
の
分
析
、
及
び
尊
家
の
上
級
土
地
所
有
権
の
重
視
は
、
中
国
古
代

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ

（
唐
以
前
）
を
国
家
的
奴
隷
制
、
中
世
（
宋
代
以
降
）
を
国
家
的
農
奴
制
と

定
義
し
た
点
に
端
的
に
表
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
奴
隷
制
、
農
奴
制
と
い
う
言

葉
の
上
に
「
国
家
的
」
の
三
字
を
冠
し
た
こ
の
概
念
は
、
渡
辺
氏
霧
中
国
史

研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
中
村
哲
氏
に
よ
っ
て
検
討
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
中
村
氏
は
、
小
経
営
が
支
配
的
で
、
そ
の
上
に
専

制
的
集
権
国
象
が
そ
び
え
た
つ
、
前
近
代
ア
ジ
ア
社
会
を
説
明
す
る
た
め
に
、

こ
の
概
念
の
理
論
的
構
築
を
行
な
っ
た
。
一
方
、
中
国
前
近
代
史
研
究
に
と

っ
て
、
大
土
地
所
有
に
包
摂
さ
れ
ず
、
自
己
の
土
地
を
耕
作
し
、
直
接
国
家

に
隷
属
す
る
小
農
民
層
の
広
汎
な
存
在
を
ど
う
把
握
す
る
か
は
、
重
要
な
課

題
で
あ
っ
た
。
渡
辺
氏
は
、
中
国
前
近
代
史
研
究
の
課
題
と
、
中
村
氏
に
よ

っ
て
鍛
え
ら
れ
た
経
済
史
の
概
念
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
本
書
の
筋
立
て

を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
当
然
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
小
農
民
層
・

富
豪
層
の
土
地
に
対
す
る
関
わ
り
方
、
及
び
国
家
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
、
氏
は
以
下
の
様
に
説
明
す
る
。

　
戦
国
期
に
成
立
し
た
肝
階
制
に
よ
り
、
農
民
は
百
畝
の
土
地
を
分
田
（
個

別
用
益
地
）
と
し
て
保
有
す
る
。
し
か
し
、
小
農
民
（
分
愚
弄
罠
）
は
、
貢

租
、
貢
賦
、
軍
役
義
務
を
通
じ
て
、
農
民
的
剃
余
を
国
家
に
収
奪
さ
れ
る
。

ま
た
、
小
農
民
経
営
の
不
安
定
さ
は
、
不
作
隠
避
の
再
生
産
の
物
的
基
礎
を
、

二
次
的
集
団
所
有
地
と
し
て
国
家
に
領
有
さ
れ
た
山
林
藪
沢
に
仰
い
だ
り
、

勧
農
等
を
通
じ
て
国
家
の
労
働
過
程
へ
の
干
与
を
受
け
た
り
す
る
結
果
を
も

た
ら
す
。
漢
よ
り
起
っ
た
牛
耕
は
、
分
田
農
民
の
階
層
分
化
に
拍
車
を
か
け
、

公
田
・
山
林
藪
沢
を
侵
奪
・
横
領
し
て
、
家
父
長
的
奴
隷
制
経
営
を
行
な
う

富
豪
層
を
生
み
出
す
。
こ
れ
に
対
し
、
国
家
は
、
占
田
・
課
田
、
均
田
等
の

土
地
規
制
を
実
施
し
、
分
田
農
民
に
土
地
を
授
け
（
受
田
）
、
そ
の
反
対
給

付
と
し
て
、
戸
籍
、
租
・
庸
・
調
の
形
で
、
農
民
的
剰
余
の
収
奪
を
続
け
る
。

ま
た
、
富
豪
層
に
対
し
て
も
、
官
贔
体
系
に
よ
る
土
地
保
有
額
の
格
付
け
、

耕
牛
・
奴
碑
へ
の
給
田
に
よ
っ
て
、
事
実
上
、
私
的
占
有
を
黙
認
し
、
そ
の

反
対
給
付
と
し
て
地
代
を
収
取
す
る
。
加
え
て
国
家
は
、
人
力
と
耕
牛
と
の

労
働
交
換
、
そ
の
他
の
労
働
力
編
成
を
通
じ
て
労
働
過
程
へ
干
与
す
る
。
こ

の
様
に
、
漢
六
朝
で
は
、
農
民
は
貢
租
、
貢
賦
等
の
形
で
国
家
に
農
民
的
詳

密
を
収
奪
さ
れ
、
国
家
に
よ
る
労
働
過
程
へ
の
干
与
を
受
け
て
い
る
。
従
っ

て
、
彼
等
は
結
局
国
家
的
土
地
所
有
の
下
で
、
自
ら
の
土
地
を
私
的
に
占
有

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
階
唐
に
至
り
、
富
豪
層
や
王
公
百
官
層
の
山
林
藪

沢
の
横
領
は
激
化
し
、
農
法
の
発
展
に
伴
な
い
分
田
農
民
も
自
立
し
て
く
る
。

そ
こ
で
、
国
家
は
、
官
人
永
業
田
の
設
定
等
に
よ
り
、
私
的
土
地
占
有
を
合

法
化
し
、
給
田
規
定
も
抽
象
化
し
て
、
そ
の
対
象
を
土
地
か
ら
丁
（
人
）
へ
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と
変
化
さ
せ
る
。
こ
う
し
て
、
国
家
は
、
名
目
と
し
て
の
均
田
制
を
な
ん
と

か
維
持
し
つ
つ
、
反
対
給
付
た
る
租
・
庸
・
調
を
収
取
す
る
。
同
時
に
、
八

家
の
労
働
過
程
へ
の
具
体
的
干
与
も
希
薄
化
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
最
終
的
に

は
、
国
家
の
二
次
的
集
団
所
有
の
最
後
の
歯
止
め
だ
っ
た
均
田
糊
も
完
全
に

崩
壊
す
る
に
至
り
、
土
地
規
制
、
労
働
過
程
へ
の
干
与
等
に
よ
っ
て
成
し
遂

げ
ら
れ
て
い
た
、
国
家
の
私
的
土
地
占
有
の
統
一
的
編
成
政
策
は
放
棄
さ
れ

る
。
こ
れ
に
代
わ
り
、
国
家
は
、
私
的
土
地
所
有
の
有
無
、
多
寡
を
基
準
と

す
る
主
客
戸
、
五
笠
戸
制
を
通
じ
て
、
自
作
地
を
も
つ
自
立
小
経
営
農
民
を

主
戸
と
し
て
把
握
、
彼
等
の
国
家
に
対
す
る
政
治
的
臣
従
関
係
を
媒
介
に
、

両
税
・
付
加
税
の
形
を
と
る
地
代
を
収
取
し
、
農
民
的
剰
余
の
収
奪
を
続
け

る
。
こ
う
し
て
、
宋
代
集
権
臨
家
も
、
主
年
層
の
事
実
上
の
私
的
土
地
所
有

の
上
に
上
級
土
地
所
有
権
を
措
定
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
隠
家
が
、
貢
納
、
貢
賦
、
地
代
、
付
加
税
等
の
形
で
農
民
的
剰

余
を
収
奪
す
る
こ
と
、
換
雷
す
れ
ば
、
小
農
民
経
営
が
国
家
の
上
級
土
地
所

有
権
の
介
入
を
許
す
こ
と
こ
そ
、
奴
隷
制
、
擬
奴
制
の
上
に
「
国
家
的
し
の

三
字
が
加
え
ら
れ
る
所
以
な
の
で
あ
る
。
更
に
、
農
民
層
が
、
国
家
に
よ
る

労
働
過
程
へ
の
干
与
、
私
的
土
地
占
有
へ
の
規
制
を
排
除
し
て
ゆ
く
こ
と
を

以
て
、
小
襲
民
の
自
立
、
奴
隷
制
よ
り
農
奴
制
へ
の
発
展
の
指
標
と
し
て
い

る
。
要
す
る
に
、
渡
辺
氏
は
、
農
民
の
私
的
所
有
に
対
立
し
、
貢
納
等
の
形

で
農
民
的
剰
余
を
収
奪
す
る
国
家
を
措
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
申
国
古
代
社

会
の
構
造
と
農
開
を
叙
述
し
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
様
な
国
家
は
ど
こ

か
ら
生
ま
れ
た
の
か
、
何
故
に
農
昆
的
剰
余
を
収
奪
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
氏
は
中
国
に
お
け
る
国
家
の
形
成
を
次
の
様
に
述
べ
る
。
肝
階
制
の
成
立

に
よ
り
、
小
農
民
層
は
土
地
に
対
す
る
世
襲
的
占
有
権
が
認
め
ら
れ
る
。
そ

れ
と
共
に
土
地
売
買
が
始
ま
り
、
階
層
分
化
、
階
級
対
立
が
趨
こ
る
。
国
家

は
、
そ
の
解
決
を
め
ざ
し
て
必
然
的
に
形
成
さ
れ
て
く
る
と
。
こ
れ
は
、
エ

ン
ゲ
ル
ス
の
国
象
論
に
依
拠
し
て
筋
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
。
で
は
エ
ン
ゲ

ル
ス
自
身
は
何
を
以
て
國
家
と
考
え
る
の
か
。
彼
は
、
国
家
の
成
立
を
氏
族

制
度
の
諸
機
関
が
、
国
家
官
庁
に
置
き
か
え
ら
れ
た
時
点
に
お
く
。
す
な
わ

ち
、
ω
血
縁
で
な
く
領
域
（
地
縁
）
に
よ
る
国
民
の
組
織
、
②
住
民
の
自
発

的
な
武
装
組
織
に
代
っ
て
成
立
し
た
、
帯
民
を
も
制
御
す
る
武
装
組
織
た
る

公
権
力
、
③
公
権
力
を
維
持
す
る
た
め
の
租
税
の
徴
収
が
国
焼
を
特
徴
付
け

　
　
　
　
　
　
　
⑧

る
も
の
と
定
義
す
る
。
渡
辺
氏
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
肝
階
制
と
は
、
氏
族
よ

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
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ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
あ

り
析
禺
さ
れ
た
個
別
家
族
を
肝
隣
と
い
う
地
割
の
下
に
組
織
し
、
国
家
の
軍
・

カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
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へ

事
領
域
の
最
末
端
を
分
有
す
る
と
共
に
、
貢
賦
を
負
担
さ
せ
る
た
め
の
制
度

な
の
で
あ
る
、
と
す
れ
ぼ
、
肝
隙
制
下
に
お
い
て
、
す
で
に
国
家
は
成
立
し

て
い
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
国
家
論
に
基
づ

き
、
国
家
形
成
を
説
明
す
る
に
は
、
降
階
制
成
立
以
前
に
お
け
る
、
（
商
品
）

交
換
、
階
層
分
化
、
階
級
対
立
の
存
在
と
そ
の
具
体
的
様
相
が
示
さ
れ
な
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

れ
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
、
氏
は
、
鄭
里
魔
簿
等
を
分
析
し
、
前
漢
期
に
撃

つ
　
　
ヤ
　
　
ね
　
　
　
　
も
　
　
お
　
　
つ
　
　
ミ

層
分
化
（
階
級
対
立
で
は
な
い
）
が
あ
っ
た
と
い
う
史
実
の
み
を
前
提
と
し

て
、
時
代
を
潮
ら
せ
て
国
家
の
形
成
を
説
明
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
ま
た
、
階
級
対
立
を
解
決
す
る
た
め
に
形
成
さ
れ
た
国
家
が
、
何
故
農
民

的
里
余
を
収
奪
し
う
る
の
か
。
氏
は
、
民
族
制
的
邑
共
同
体
維
持
の
た
め
の

肯
定
的
奉
仕
物
一
社
会
的
必
要
労
働
が
、
田
租
、
貢
賦
へ
と
転
化
し
、
国
家

の
農
畏
的
国
忌
収
奮
の
手
段
と
な
り
、
氏
族
制
的
邑
共
同
体
の
上
溝
領
有
地

山
林
藪
沢
が
皇
帝
（
国
家
）
の
領
有
に
よ
っ
て
、
集
団
所
有
の
二
次
的
形
態

と
し
て
、
国
家
の
土
地
規
制
、
労
働
過
程
介
入
の
物
的
基
礎
と
な
っ
た
と
い

う
。
こ
れ
は
、
共
に
先
人
の
研
究
成
果
に
、
茂
が
経
済
史
的
概
念
を
付
与
し
、

国
家
の
上
級
土
地
所
有
権
の
由
来
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
様
に
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考
え
た
と
し
て
も
、
階
級
対
立
調
和
機
関
と
し
て
形
成
さ
れ
た
国
家
と
上
級

土
地
所
有
権
の
由
来
が
ど
の
様
に
関
係
す
る
の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
全

く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
氏
族
共
同
体
の
労
働
・
供
物
の
提
供
が
ど

の
様
に
し
て
、
国
家
に
よ
る
農
民
的
剰
余
の
収
奪
へ
と
転
化
し
て
ゆ
く
の
か
、

帝
室
の
家
産
と
な
っ
た
山
林
藪
沢
を
何
故
国
家
に
よ
る
集
団
所
有
の
二
次
的

形
態
の
領
有
と
呼
び
う
る
の
か
、
氏
自
身
の
分
析
は
な
く
、
経
済
史
の
門
外

漢
に
と
っ
て
は
史
実
と
概
念
の
間
で
と
ま
ど
い
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
氏
は
、
農
民
的
剰
余
を
収
奪
す
る
と
い
う
意
味
で
上
級
土
地
所
有
権
を
も

つ
国
家
と
、
私
的
土
地
所
有
を
実
現
で
き
な
い
農
民
を
対
極
に
置
く
こ
と
に

よ
り
、
中
国
古
代
社
会
の
構
造
的
把
握
を
行
な
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
国
家
の

成
立
、
性
格
と
い
う
本
質
的
部
分
に
つ
い
て
は
未
だ
抽
象
性
が
感
じ
ら
れ
る
。

従
っ
て
、
本
書
に
お
い
て
は
社
会
構
造
を
説
明
す
る
た
め
に
、
国
家
が
外
在

的
に
設
定
さ
れ
た
観
が
ぬ
ぐ
え
な
い
。
配
給
を
社
会
に
内
在
化
さ
せ
て
と
ら

え
る
と
い
う
の
は
、
中
国
古
代
史
の
申
心
的
課
題
で
あ
り
、
渡
辺
氏
自
身
も

こ
の
点
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。
氏
は
、
本
書
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

国
家
、
社
会
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
め
ぐ
る
独
創
的
な
研
究
を
発
表
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
研
究
と
本
書
に
お
け
る
構
造
的
國
家
論
を
結
び
つ

け
、
よ
り
具
体
的
で
、
社
会
に
内
在
化
し
た
中
国
古
代
国
家
像
が
描
か
れ
る

こ
と
を
期
待
し
た
い
。

く
、
小
農
民
経
営
の
全
体
的
な
自
立
・
上
昇
過
程
と
し
て
描
い
た
。
小
農
民

経
営
の
中
に
は
、
窟
豪
経
営
下
の
奴
碑
・
奴
隷
か
ら
、
分
田
小
農
民
ま
で
含

む
が
、
中
で
も
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、
分
田
小
農
昆
の
國
家
か
ら
の
自
立

過
程
と
、
彼
等
に
よ
る
中
戸
・
中
産
層
の
形
成
で
あ
る
。
彼
等
が
圏
家
の
労

働
過
程
へ
の
干
与
を
排
除
し
、
土
地
に
対
す
る
事
実
上
の
私
的
所
有
権
を
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

持
し
た
こ
と
を
以
て
、
、
国
家
的
奴
隷
か
ら
国
家
的
農
奴
へ
の
上
昇
と
位
置
付

け
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
唐
宋
変
革
の
評
価
の
是
非
に
つ
い
て
は
、
六
朝
史
を
専
門
と
す
る
評

者
の
力
の
及
ぶ
所
で
は
な
く
、
当
該
時
代
の
専
門
家
の
議
論
に
委
ね
た
い
。

た
だ
一
点
、
素
人
の
疑
問
が
あ
る
。
氏
の
論
に
よ
れ
ば
、
宋
代
集
権
国
家
は
、

小
農
高
層
の
自
立
に
伴
な
い
、
直
接
労
働
過
程
へ
の
介
入
、
私
的
土
地
占
有

へ
の
規
制
も
放
棄
し
、
農
民
的
剰
余
の
直
接
的
収
奪
と
い
う
面
で
は
後
退
す

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
的
に
見
る
な
ら
ば
、
内
藤
湖
南
以
来
指
摘
さ

れ
て
い
る
通
り
、
皇
帝
権
は
強
化
さ
れ
、
よ
り
強
力
な
中
央
集
権
的
国
家
体

制
が
成
立
す
る
。
唐
宋
変
革
に
お
け
る
、
国
家
の
小
農
民
へ
の
直
接
支
配
の

後
退
と
、
政
治
面
で
の
強
大
化
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
ど
の
様
に
理
解
す

れ
ば
よ
い
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
国
家
の
経
済
的
性
格
と
政
治
的
性
格
の
関

係
を
い
か
に
整
合
的
に
説
明
し
う
る
の
か
、
興
味
深
い
所
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
も
、
国
家
の
も
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
と
経
済
構
造
を
結
ぶ
視
角
が
鍛
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
様
に
思
う
。
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渡
辺
氏
の
研
究
の
第
三
の
特
徴
は
、
唐
宋
変
革
を
、
国
家
的
奴
隷
制
か
ら

　
　
　
ヘ
　
　
へ

国
家
的
農
奴
制
へ
の
発
展
と
位
置
付
け
た
こ
と
で
あ
る
。
氏
は
、
唐
宋
変
革

を
堀
氏
の
様
に
、
均
田
農
斑
層
の
分
解
i
l
一
部
の
上
昇
と
一
部
の
没
落

i
に
よ
る
地
主
一
佃
戸
制
（
農
奴
制
）
の
成
立
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
な

　
以
上
、

の
内
容
、

評
者
が
、

V

渡
辺
氏
の
本
書
に
於
け
る
研
究
の
到
達
点
を
三
点
に
整
理
し
、
そ

意
義
、
課
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
。
経
済
理
論
に
不
案
内
な

精
緻
な
経
済
理
論
に
よ
っ
て
組
立
て
ら
れ
た
本
書
の
意
図
を
、
ど



御書

こ
ま
で
正
確
に
理
賎
し
え
た
か
は
甚
だ
不
安
で
あ
る
。
ま
た
氏
は
、
論
理
構

成
の
過
程
で
、
肝
隔
制
の
成
立
、
肝
隠
の
形
状
、
「
分
田
劫
仮
」
の
理
解
を

は
じ
め
と
し
て
、
個
々
の
史
実
に
つ
い
て
も
、
随
所
に
新
説
を
提
示
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
に
関
し
て
も
、
本
来
言
及
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
魏
皿
旦

時
代
を
専
門
と
す
る
評
者
．
の
手
に
は
あ
ま
る
も
の
で
、
あ
え
て
ふ
れ
な
か
っ

た
。
児
方
を
変
れ
ば
、
本
書
は
そ
れ
だ
け
、
問
題
提
起
に
窟
ん
だ
著
作
と
い

え
よ
う
。

　
中
で
も
、
注
目
す
べ
き
は
、
機
械
論
的
唯
物
史
観
に
基
づ
く
中
国
経
済
史

を
克
服
し
、
新
た
な
中
国
史
の
体
系
的
把
握
を
試
み
た
点
に
あ
る
。
こ
れ
は
、

渡
辺
氏
の
み
な
ら
ず
、
氏
の
属
す
る
中
国
史
研
究
会
の
メ
ソ
パ
ー
に
共
通
す

る
点
で
あ
る
。
メ
ン
バ
ー
の
一
人
、
吉
田
法
一
氏
は
、
一
九
四
九
年
を
原
点

に
据
え
た
、
機
械
論
的
、
教
条
主
義
的
唯
物
史
観
、
人
民
闘
争
史
観
を
批
判

し
、
小
経
営
生
産
様
式
論
に
よ
っ
て
今
日
の
人
民
公
社
解
体
、
小
農
業
復
帰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

を
見
事
に
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
様
に
、
小
経
営
生
産
様
式
論
は
、
中
国
の

前
近
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
、
社
会
構
造
の
特
質
を
合
理
的
に
説
明
す

る
も
の
と
し
て
、
今
後
注
目
を
浴
び
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
氏
等
が
克
服
の
対
象
ど
し
た
、
機
械
論
的
唯
物
史
観
、
入
民
闘

争
史
観
は
、
生
産
手
段
の
共
同
所
有
、
生
産
物
の
平
等
分
配
に
よ
る
階
級
社

会
の
止
揚
、
平
等
社
会
の
実
現
と
い
う
未
来
像
を
描
き
出
し
た
。
ま
た
、
六

〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
、
機
械
的
唯
物
史
観
を
批
判
し
、
独
特
の

中
国
中
世
論
を
打
ち
出
し
た
、
谷
川
道
雄
氏
、
川
勝
義
雄
氏
は
、
ア
ジ
ア
に

お
け
る
近
代
の
特
殊
的
様
根
に
輿
を
向
け
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
異
な
る
歴
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
推
進
力
を
中
国
社
会
に
見
出
し
、
積
極
的
評
価
を
加
え
た
。

　
こ
の
様
に
小
経
営
生
産
様
式
論
に
先
行
す
る
請
研
究
は
、
あ
る
意
味
で
研

究
対
象
の
中
國
社
会
に
積
極
的
価
値
を
見
出
し
、
そ
の
現
代
日
本
に
と
っ
て

の
意
義
を
問
う
所
か
ら
出
発
し
た
。
そ
の
際
、
氏
等
が
歴
史
を
推
し
進
め
る

原
動
力
と
し
て
積
極
的
に
評
価
し
た
の
は
、
直
面
す
る
経
済
的
状
況
を
政
治

的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
り
克
服
し
、
新
た
な
社
会
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
、

中
国
人
の
エ
ネ
ル
ギ
…
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
渡
辺
離
礁
は
、
中
国
社

会
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
経
済
的
諸
条
件
を
厳
密
に
分
析
し
、
そ
れ
に
対
応

す
る
社
会
像
を
提
示
す
る
。
こ
の
違
い
は
、
目
前
の
現
代
社
会
（
中
国
）
を

ど
の
様
に
認
識
し
、
ど
の
様
に
関
わ
る
か
と
い
う
、
研
究
港
個
々
入
の
研
究

姿
勢
の
問
題
に
還
元
さ
れ
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
中
国
史
研
究

の
課
題
と
し
て
、
次
の
点
が
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
経
済
的
諸
条
件
を
無
視
し
て
社
会
が
成
立
し
え
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
た
だ
、
中
国
社
会
で
は
、
王
朝
末
期
の
大
規
模
な
宗
教
反
乱
、
最
近

の
文
化
大
革
命
の
様
に
、
そ
の
変
革
に
際
し
、
時
と
し
て
経
済
情
況
を
も
無

視
し
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
に
結
集
さ
れ
た
民
衆
運
動
が
起
っ
て
い
る
。
一
面

で
は
、
こ
う
し
た
一
見
不
合
理
と
も
見
え
る
、
一
種
異
様
な
民
衆
の
エ
ネ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ギ
ー
が
現
代
中
耳
を
形
作
っ
た
こ
と
も
看
過
し
え
な
い
。
ま
た
、
自
由
な
経

済
活
動
を
様
々
な
形
で
制
限
す
る
政
策
が
、
政
治
的
意
図
に
よ
り
数
多
く
行

な
わ
れ
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
渡
辺
氏
等
が
、
こ
れ
ら
中
国
社
会
の

特
質
を
い
か
に
自
己
の
論
理
に
組
み
こ
ん
で
ゆ
く
か
が
、
従
来
の
研
究
と
の

関
わ
り
で
問
題
に
な
っ
て
こ
よ
う
。

　
反
爾
、
経
済
的
諸
条
件
を
ふ
ま
え
た
中
国
史
の
再
構
成
を
目
指
す
小
経
営

生
産
様
式
論
は
、
そ
の
問
題
箆
起
の
大
き
さ
か
ら
見
て
も
、
今
後
の
中
国
史

研
究
に
多
大
の
影
響
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
に
、
本
書
の
出
版
を
契

機
に
、
様
々
な
観
点
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
議
論
が
起
こ
り
、
中
国
史
　
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

理
解
の
一
層
の
深
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
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註

①
　
中
国
史
研
究
に
お
い
て
は
、
漢
代
以
前
を
古
代
と
す
る
説
と
、
唐
代
以
前
を
古

　
代
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
便
宣
上
、
渡
辺
氏
に
従
い
、
弱
酸
以
前
を
古

　
代
、
宋
代
以
降
を
中
世
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

②
　
加
藤
繁
、
『
支
那
経
済
史
考
証
働
（
東
洋
文
庫
刊
、
一
九
五
二
）
下
巻
第
五
十
三

　
～
五
十
八
章
の
諸
論
稿
、
天
野
元
之
助
、
司
支
那
農
業
経
済
論
、
上
・
中
』
（
改
造

　
社
刊
、
　
一
九
四
〇
　
四
二
）
、
『
中
国
農
業
の
諸
問
題
、
上
・
下
隔
（
陽
報
堂
刊
、

　
一
九
五
二
、
五
三
）
、
西
山
武
一
、
『
ア
ジ
ア
的
農
法
と
農
業
社
会
』
（
東
京
大
学

　
出
版
会
刊
　
一
九
六
九
）
所
収
の
諸
論
稿

③
西
嶋
定
生
、
『
中
羅
経
済
史
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
刊
一
九
六
六
）
第
一

　
部
の
諸
論
稿

④
マ
ル
ク
n
ブ
ロ
ッ
ク
、
『
フ
ラ
ン
ス
農
業
史
の
蓋
本
性
格
隔
（
河
野
健
二
訳
、
創

　
文
社
叢
、
一
九
五
九
）
第
二
章

⑤
西
山
、
「
斉
民
要
徳
の
農
学
」
（
『
ア
ジ
ア
的
農
法
と
農
業
社
会
』
、
前
掲
勝
収
）

　
天
野
、
『
中
国
農
業
史
研
究
』
（
御
茶
の
水
書
房
刊
、
一
九
六
二
）
第
三
編
二
章

⑥
　
同
前

⑦
　
中
村
哲
、
『
奴
謙
制
・
農
奴
制
の
理
論
』
（
東
京
大
学
出
版
会
刊
、
　
九
七
七
）

⑧
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
『
家
族
、
私
有
財
産
、
国
家
の
起
源
』
、
第
照
章
、
及
び
九
章

⑨
　
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
　
「
“
仁
孝
”
1
あ
る
い
は
二
t
七
世
紀
中
国
に

　
お
け
る
一
イ
デ
ナ
ロ
ギ
i
形
態
と
国
家
一
」
　
（
『
史
林
』
六
一
－
二
、
　
一
九
七

　
八
）
、
「
〃
清
4
1
…
1
あ
る
い
は
ニ
ー
七
世
紀
中
国
に
お
け
る
一
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
形

　
態
と
国
家
－
」
（
『
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
』
人
文
三
一
、
｝
九
七
九
）
、
「
筍

　
子
の
国
家
論
」
（
『
史
林
騒
六
六
－
一
、
一
九
八
三
）
、
「
孝
経
の
鋼
作
と
そ
の
背
景
」

　
（
『
史
林
』
穴
九
一
一
、
一
九
八
六
）

⑩
氏
は
、
唐
宋
変
革
を
境
に
、
分
業
論
酌
国
家
編
成
か
ら
所
有
論
的
国
家
編
成
へ

　
と
国
家
形
態
が
変
化
し
た
と
い
う
。
そ
の
際
、
躍
家
（
皇
帝
を
中
核
と
す
る
官
僚

　
鰯
、
傭
兵
）
の
社
会
と
の
分
離
と
い
う
視
角
を
提
示
す
る
（
「
前
近
代
中
国
に
お

　
け
る
専
制
国
家
形
態
に
つ
い
て
の
覚
書
」
、
『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
一
五
八
、

　
一
九
八
○
）
。
こ
の
視
角
は
、
唐
史
変
革
期
に
お
け
る
、
国
家
の
政
治
面
で
の
強

　
大
化
と
経
済
面
で
の
後
退
と
い
う
現
象
を
考
え
る
上
で
、
注
自
す
べ
き
視
角
と
な

　
る
様
に
思
わ
れ
る
。

⑪
吉
田
淀
一
、
「
現
代
中
国
認
識
と
中
国
史
研
究
の
視
角
」
（
『
中
園
史
像
の
再
構

　
成
』
巾
圏
史
研
究
会
編
、
文
理
閣
刊
　
一
九
八
三
所
収
）

⑫
谷
川
道
雄
、
コ
東
洋
史
研
究
者
の
現
実
と
学
問
」
、
「
中
国
社
会
の
構
造
と
知

　
識
人
の
問
題
」
（
共
に
噸
中
国
中
世
社
会
と
共
同
体
購
闘
書
刊
行
会
刊
、
一
九
七
六

　
に
所
収
）
、
州
勝
義
雄
・
谷
川
道
雄
、
「
中
国
中
世
史
研
究
に
お
け
る
発
揚
と
方
法
」

　
（
『
中
国
中
世
史
研
究
』
、
中
国
中
世
史
研
究
会
編
、
東
海
大
学
田
版
山
篭
、
一
九

　
七
〇
所
収
）

⑬
こ
う
し
た
民
衆
運
動
の
歴
史
的
役
割
を
積
極
的
に
評
価
す
る
も
の
と
し
て
、
小

　
林
㏄
美
、
相
田
洋
氏
等
、
青
年
中
国
研
究
会
議
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
研
究
が
挙
げ

　
ら
れ
る
。
『
中
国
民
衆
反
乱
の
世
界
』
（
青
年
中
国
研
究
者
会
議
編
、
汲
古
書
院
刊
、

　
…
九
七
四
）
、
『
続
中
国
民
衆
反
乱
の
世
界
』
（
青
年
中
国
研
究
者
会
議
編
、
汲
古

　
書
院
刊
、
一
九
八
三
）
参
照
。
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